
電
波
法
及
び
放
送
法

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新

旧
対
照
条
文

目 

○

電
波
法 

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

一
号 
)

〔
第

一
条
関
係
〕

･
･
･
･
･
･
･
･･
･ 

○

放
送
法 

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

二
号 
)

〔
第

二
条
関
係
〕

･

･
･
･
･
･
-

･
･
･ 
16 
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○
電
波
法 

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

一
号
) 

(第

一
条
) 

(傍
線
部
分
は
改
正
部
分 
)

改

正

案 

(欠
格
事
由 
)

(欠
格
事
由 
)

第
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
､
無
線
局
の
免
許
を
与

第
五
条 

(同
上 
) 

O

え
な
い
｡

一

日
本
の
周
籍
を
有
し
な
い
人

二

外
国
政
府
又
は
そ
の
代
表
者

三

外
国
の
法
人
又
は
団
体

四

法
人
又
は
団
体
で
あ
っ
て
､
前
三
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
代
表
者
で
あ

る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
役
員
の
三
分
の

一
以
上
若
し
く
は
議
決

権
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
る
も
の
｡ 

2 

(略
) 

2 

(同
上 
) 

3

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
､
無
線
局
の
免
許
を
与
え
な

3 

(同
上 
)

い
こ
と
が
で
き
る 

一

こ
の
法
律
又
は
放
送
法 

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号 
)
に
規

一 

(同
上 
)

D

定
す
る
罪
を
犯
し
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
､
そ
の
執
行
を
終
わ
り
､


又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な


い
者


二

第
七
十
五
条
第

一
項
又
は
第
七
十
六
条
第
三
項 

(第
E
一号
を
除
く
｡ 
)

二 

(同
上 
)

若
し
く
は
第
四
項 

(第
五
号
を
除
く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り
無
線
局
の
免
許

の
取
消
し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三

第
二
十
七
条
の
十
五
第

一
項
刃
刷
鋼
一｣
項 

(第
三
号
を
除
く 

)
の
規 

三

第
二
十
七
条
の
十
五
第

一
項 

(第
三
号
を
除
く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り
認



定
の
取
消
し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四 

(同
上 
) 

4

公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
通
信
の
送
信 

(以
下

｢放
送
｣
と
い
う
｡ 
)
を
す
る
無
線
局 

(電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
､
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
す
る
も
の
及
び
人
工

衛
星
の
無
線
局 

(以
下

｢人
工
衛
星
局
｣
と
い
う
｡ 
)
で
あ
っ
て 
'
他
人
の

委
託
に
よ
り
､
そ
の
放
送
番
組
を
そ
の
ま
ま
送
信
す
る
放
送
を
す
る
も
の
を

除
く
｡
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢特
定
放
送
局
｣
と
い
う
｡ 
)
に
つ
い
て
は 

'
第 
7
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず 
'
次
の
各
号 

(人
工
衛
星
に
開

設
す
る
特
定
放
送
局
に
あ
つ
て
は 
'
第

一
号
､
第
二
号
又
は
第
四
号 
)
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
､
無
線
局
の
免
許
を
与
え
な
い
｡

一 

(同
上 
)

二 

(同
上 
)

三 

(同
上 
) 

定
に
よ
り
謬
定
の
取
消
し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過

し
な
い
者

四
(以
下

放
送
｣
と
い
う
｡ 
)
を
す
る
無
線
局 

月
珂
迷 

.連
覇

雪の
放
送
番
組
を
そ
の

項
に
お
い
て

局
萄

一

第
･一
項
第

一

二三

第
七 
±

ハ
条
第
五
項 

(第
三
号
を
除
く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
七

条
の
十
八
第

一
項
の
登
録
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二

年
を
経
過
し
な
い
者

公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
通
信
の
送
信 

｢

(電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
､
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
す
る
も
の
及
び
人
工

衛
星
の
無
線
局 

(
以
下

｢人
工
衛
星
局
｣
と
い
う
｡ 
)
萄

冠
詞

コ
号 

ま
ま
送
信
す
る
放
送
を
す
る
も
の
を
除
く
｡
以
下
こ
の

州
地

Jc
I
Tヨ

(･E

珂
酬
尋
謹
旧用
地
上
司

周
で
あ
っ
て
'
他
人
の
委
託
に
よ
り 
t､
そ

｢特
定
放
送
局
｣
と
い
う
｡ 
)
に
つ
い
て
は
､
第

一
項
及
び
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
次
の
各
号 

(人
工
衛
星
に
開
設
す
る
特
定
放
送

借
倒
咽
月
仙例
迷
惑
刺
創
棉
劇
融
通
周
に
あ
つ
て
は
､
第 
1
号

､
第
二
号
又
は
第
四
号 
)
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
､
無
線
局
の
免

許
を
与
え
な
い
｡

号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者

法
人
又
は
団
体
で
あ
っ
て 
'
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
者
が
業
務
を
執
行
す
る
役
員
で
あ
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
議

決
権
の
五
分
の 
7
以
上
を
占
め
る
も
の

法
人
又
は
団
体
で
あ
っ
て
､
イ
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
直
接
に
占
め
ら
れ



る
議
決
権
の
割
合
と
こ
れ
ら
の
者
に
よ
り
ロ
に
掲
げ
る
者
を
通
じ
て
間
接

に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
と
を
合

計
し
た
割
合
が
そ
の
議
決
権
の
五
分
の
一
以
上
を
占
め
る
も
の 

(前
号
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
｡ 
)

イ

第 
1
項
第 
1
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

ロ

イ
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
直
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
が
総

務
省
令
で
定
め
る
割
合
以
上
で
あ
る
法
人
又
は
団
体

四

法
人
又
は
団
体
で
あ
っ
て 
'
そ
の
役
員
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
で
あ
る
も
の 

5 

(略
) 

(免
許
の
申
請 
)

第
六
条

無
線
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
､
申
請
書
に 
'
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
､
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡

一
〜
六 

(略
)

七
無
線
設
備 

(第
三
十
条
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な

O

け
れ
ば
な
ら
な
い
設
備
を
含
む 

l

次
項
第
二
号 
'
第
十
条
第 

項
'
第
十

イp 

(同
上 
) 

(同
上 
)

四 

(同
上 
) 

5 

(同
上 
) 

(免
許
の
申
請 
)

第
六
条

無
線
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
､
申
請
書
に
､
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
､
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い｡
一

〜

六 

(同
上 
)

七
無
線
設
備 

(第
三
十
条
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
設
備
を
含
む
｡
次
項
第
二
号
､
第
十
条
第

一
項
'
第
十

二
条
､
第
十
七
条
､
第
十
八
条 
'
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項 
'
第
七
十
三

条
第

一
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
項
並
び
に
第
百
二
条
の
十
八
第

一
項
に
お

い
て
同
じ
｡ 
)
の
工
事
設
計
及
び
工
事
落
成
の
予
定
期
日

二
条 
,
第
十
七
条 
'
第
十
八
条
､
第
二
十 

利
爪叫
刊
ヨ
東
↓
コ
盟
剰
句
骨
､
第
七
十
三
条
第 
1

並
び
に
第
百
二
条
の
十
八
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)
の
工
事
設
計
及
び

E
]条
の
二
第 
E
]項
1
圃

コ刊
月

項
た
だ
し
書
及

び
第
五
項

工
事
落
成
の
予
定
期
日



2
八

･
九 

一二三六 五 四
3 

-
8(周

波
数
割
当
計
画 
)

第
二
十
六
条

八

･
九 

(同
上 
) 

2 

(同
上
) 

t

た
め 
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
は
､
そ
の
契

3 

-
8 

(同
上 
) 

(周
波
数
割
当
計
画 
)

第
二
十
六
条 

(同
上 
) 

(略
) 

放
送
を
す
る
無
線
局 

(電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

を
除
く
｡
第
七
項
第
四
号 
'
次
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
三

項
､
第
十
四
条
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ 
o 

許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は 

)
の
免

'
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
申
請
書
に 
'

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
､
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡

前
項
第

一
号
､
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

無
線
設
備
の
工
事
費
及
び
無
線
局
の
運
用
費
の
支
弁
方
法

事
業
計
画
及
び
事
業
収
支
見
積

放
送
事
項

放
送
区
域

他
の
無
線
局
の
免
許
人
等
と
の
間
で
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
防
止
す
る

約
の
内
容 (略

)総
務
大
臣
は
､
免
許
の
申
請
等
に
資
す
る
た
め 
'
割
り
当
て
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
の
表 

(以
下

｢周
波
数
割
当
計
画
｣
と
い
う
｡ 

)
を
作
成
し
､
こ
れ
を
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
､
公
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
､
同
様
と
す
る
｡



2
T

周
波
数
割
当
計
画
に
は
､
割
当
て
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
無
線
局
の
範

囲
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
､
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
ご
と

に
､
次
に
掲
げ
る
事
項 

(放
送
を
す
る
無
線
局 

(電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く 
.
)
に
係
る
周
波
数
に
あ
っ
て
は
へ
第 
7
号

及
び
東
園
耳
に
掲
げ
る
事
項 
)
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る 
.

一

無
線
局
の
行
う
無
線
通
信
の
態
様

二

無
線
局
の
目
的

三

周
波
数
の
使
用
の
期
限
そ
の
他
の
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
条
件

四

第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
周
波
数
で
あ

る
と
き
は
､
そ
の
旨 

(特
定
基
地
局
の
開
設
指
針 
)

第
二
十
七
条
の
十
二

総
務
大
臣
は
､
陸
上
に
開
設
す
る
移
動
し
な
い
無
線
局

で
あ
っ
て
､
ヨ

要
項
を
確
保
す
る
た
め
に
､

同

一
の
者
に
よ
り
相
当
数
開
設
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
う
ち
､

電
波
の
公
平
か
つ
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
そ
の
円
滑
な
開
設
を
図


る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 
(以
下

｢特
定
基
地
局
｣
と
い


う
｡ 
)､
に
つ
い
て
､
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
指
針 

(以
下

｢開
設
指


針
｣
と
い
う
｡ 
)
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
 

笥

動
斬

る
無
線
局 

(
)
又
は
｢
一以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
の
全
部
封
含
む
区
域
を

雪

間 

2

周
波
数
割
当
計
画
に
は
､
割
当
て
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
無
線
局
の
範

囲
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
､
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
ご
と

に
､
次
に
掲
げ
る
事
項 

(放
送
を
す
る
無
線
局 

(電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
｡ 
)
に
係
る
周
波
数
に
あ
つ
て
は
､
第

一
号

に
掲
げ
る
事
項 
)
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る 
.

一 

(同
上 
)

二 

(同
上 
)

三 

(同
上 
)

四 

(同
上 
) 

(特
定
基
地
局
の
開
設
指
針 
)

第
二
十
七
条
の
十
二

総
務
大
臣
は
､
陸
上
に
開
設
す
る
移
動
し
な
い
無
線
局

で
あ
っ
て
､
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と 

.*
動
す
る
無
線
局 
(
I
又
些

｣
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
の
全
部
を
含
む
区

域
を
そ
の
移
動
範
囲
と
す
る
も
の
に
限
創 

)
の
移
動
範
囲
に
お
け
る
当
該

萄
剣
過
萄

叫
叫
の
瑚
親
過
個
を
確
保
す
る
た
め
に
､
同 
1
の
者
に
よ

り
相
当
数
開
設
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
う
ち
､
電
波
の
公
平
か

つ
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
そ
の
円
滑
な
開
設
を
図
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 
(以
下

｢特
定
基
地
局
｣
と
い
う
｡ 
)
に

つ
い

て
､
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
指
針 

(以
下

)
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

O 

｢開
設
指
針
｣
と
い
う 

u

O 

て
陸
上
に
開
設
す
る 



翼

軸
槻
過
僑

T コ

署

執
堵

対
象
瑚
淵
コ

励
瑚
親

署朝
凪
ヨ

州唱 
1

コ

叫
封
切

恩
議

頑
動
曳
伺
倒
瑚
月
山

2

開
設
指
針
に
は 
'
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る 

開
設
指
針
の
対
象
と
す
る
特
定
基
地
局
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

二

周
波
数
割
当
計
画
に
示
さ
れ
る
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波

数
の
う
ち
当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
周
波
数
及
び
そ

の
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
事
項

三

当
該
特
定
基
地
局
の
配
置
及
び
開
設
時
期
に
関
す
る
事
項

四

当
該
特
定
基
地
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保

す
る
た
め
の
技
術
の
導
入
に
関
す
る
事
項

五

当
該
特
定
基
地
局
の
円
滑
な
開
設
の
推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要

な
事
項 

3

総
務
大
臣
は
､
開
設
指
針
を
定
め
､
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
､
遅

滞
な
く
､
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡ 

(開
設
計
画
の
認
定 
)

第
二
十
七
条
の
十
三

特
定
基
地
局
を
開
設
し
ょ
う
と
す
る
者
は
､
通
信
系 

通
信
の
相
手
方
を
同
じ
く
す
る
同

一
の
者
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
る
特
定
基
地

局
の
総
体
を
い
う 
0
測
項
朝

皿
嘲
及
び
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)

署

瑚
過
｣判
到 

萄

ヨ

調

ヨヨ

盟
周
叫
曳
伺 

c 

23 

(同
上 
) 

(同
上 
) 

(開
設
計
画
の
認
定 
)

(
第
二
十
七
条
の
十
三

通
信
の

局
の
給
体
を
い
う 

ご
と
に 

特
定
基
地
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は 
'
通
信
系 

(

相
手
方
を
同
じ
く
す
る
同 

の
者
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
る
特
定
基
地

O
習

苛
及
び
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)

'
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
計
画 

(以
下

｢開
設
計
画
｣
と
い

t



ヨ

洲叫

習

剰
び
観
月
覇

同
じ
｡

T

項
矧

丑
可

｢
ご
と
に
､
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
計
画 

(以
下

｢開
設
計
画
｣
と

い
う
｡ 
)

i を
作
成
し
､
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
､
そ
の
開
設
計
画
が

適
当
で
あ
る
旨
の
静
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

開
設
計
画
に
は
､
次
に
掲
げ
る
事
項
審

利
和

室

蘭
司
通
信
劃
珂
引
け
･ 1
こ
と
司

丁
,
も
司 

1
創

朗
叫
の
特
竜

1
5

刊
向
山 
1 
)
.

山
保
~
融
川鞠
細
面
に
あ

っ
一7
B
T
頚

骨

署 

1
↓
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡ 

男

山萄
地
局
内
副
矧

コ

特
定
基
地
局
の
開
設
を
必
要
と
す
る
理
由

ヨ

特
定
基
地
局
の
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
移
動
す
る
無
線
局
の
移
動
範
囲

d 

小
豆
わ
れ 
,

iE

刊
粗
相
忍
基
地
局 

H叫

0
哲

且
刑
地
上
放
送 
17

引
瑚
過

O

対
象
地 

.


固

希
望
す
る
周
波
数
の
範
囲


司

当
該
通
信
系
列
瑚
山矧
該
融
過
剰
に
含
ま
れ
る
特
定
基
地
局
の
総
数
並
び

に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
基
地
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
及
び
開
設
時
期

司

電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
で
あ
っ
て
､
特
定
基

地
局
の
無
線
設
備
に
用
い
る
予
定
の
も
の

う
｡ 
)
を
作
成
し
､
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
､
そ
の
開
設
計
画
が
適

当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡ 

2

開
設
計
画
に
は 
'
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｣
特
定
基
地
局
の
開
設
を
必
要
と
す
る
理
由

コ
特
定
基
地
局
の
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
移
動
す
る
無
線
局
の
移
動
範
囲

ヨ

希
望
す
る
周
波
数
の
範
囲

四

当
該
通
信
系
に
含
ま
れ
る
特
定
基
地
局
の
総
数
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特

定
基
地
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
及 
:
開
設
時
期

a
)

司

電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
で
あ
っ
て
､
特
定
基

地
局
の
無
線
設
備
に
用
い
る
予
定
の
も
の



刈刊
3
′

e

4
一二

そ
,
開
設
計
画
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
O

三
5

竜習

'
同
項
の
認
定
を
し
て
は
な

矧
山岡

ら
な
い
｡ 

T

習習

TT

励
過
事
項

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項 

第

一
項
の
認
定
の
申
請
は
､
総
務
大
臣
が
公
示
す
る

一
月
を
下
ら
な
い
期

間
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0 

総
務
大
臣
は
､
第

一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
'
そ
の

申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
､
周
波

数
を
指
定
し
て
'
同
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
｡

そ
の
開
設
計
画
が
開
設
指
針
に
照
ら
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

関
設
計
画
に
係
る
通
信
系
列
瑚
親
過
剰
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
特
定
基

地
局
に
つ
い
て
､
周
波
数
の
割
当
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と
｡ 

総
務
大
臣
は
'
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
'
第

一
項
の
認
定
を
受
け
よ

頭
剰
骨
粕

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
日
割
は 

六

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項 

(同
上
) 

(同
上
) 

(同
上
) 

(同
上
)

開
設
計
画
に
係
る
通
信
系
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
特
定
基
地
局
に
つ
い

て
'
周
波
数
の
割
当
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と 

総
務
大
臣
は
'
前
項 
t

O

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
'
粛
司
剣
山剰
ヨ
項
斜
頚

の
い

は
､
習

項
の
認
定
を
し
て
は
な
ら
な

ず
れ
か
に
該
当
す
る
司

い
｡

d

特
定
基
地
局 
(他
人
の

す
る
放
送
を
す
る
も
の 

圃
↓
項
創
コ

雪
｢

O 

の

放

魂
詞
ヨ

瑚
迷
惑
組
融
雪 

限
る 

)
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

る
開
設
計
画
到
頭

剖

封

帰

朝

地

上

放

剥
り
､
そ

m
｢剖
叫
剖
過
個

矧
司
剣

骨
又
瑚
闇

音
J
h山｣引

国
利
潮 

丁

(他
人
の
委
託
州叫

糊
粛
基
地
局 

雪

送

を
す
剖

廿

鼠
剖
周
伺

剰
丑
剣

送

を
そ

番

組

の
叫



剖
薗
項
第 
1
号
1

圃
ヨ
可
刊
周
有
田 
早
7

t

ヨ

署

叫
慧

旬 

6

第

一
項
の
認
定
の
有
効
期
間
は
､
当
該
認
定
の
目
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
総
務
省
令
で
定
め
る
｡ 

7

総
務
大
臣
は
､
第

一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
､
当
該
認
定
を
し
た
日
及

び
認
定
の
有
効
期
間
､
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
周
波
数
そ
の
他
総

務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
｡ 

(開
設
計
画
の
変
更
等 
)

第
二
十
七
条
の
十
四

前
条
第

一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は 
'
当
該
認
定
に
係

る
開
設
計
画 

(慧

可
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く 
. 

)
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡ 

2

前
条
第
四
項
の
規
定
は
､
前
項
の
認
定
に
準
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い

て
'
同
条
第
四
項
中

｢と
き
は 
'
周
波
数
を
指
定
し
て
｣
と
あ
る
の
は 
'

｢

と
き
は
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡ 

3

総
務
大
臣
は 
'
前
条
第

一
項
の
認
定
を
受
け
た
開
設
計
画 

(第

一
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
､
そ
の
変
更
後
の
も
の
｡
以
下

｢

認
定
計
画
｣
と
い
う
｡ 
)
に
係
る
特
定
基
地
局
を
開
設
す
る
者 

(以
下

｢認

定
開
設
者
｣
と
い
う
｡ 
)
が
周
波
数
の
指
定
の
変
更
を
申
請
し
た
場
合
に
お

い
て
､
混
信
の
除
去
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は 
'
そ
の
指

定
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡ 

6 

(同
上 
) 

7 

(同
上 
) 

(開
設
計
画
の
変
更
等 
)

第
二
十
七
条
の
十
四

前
条
第

一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は 
'
当
該
認
定
に
係

る
開
設
計
画 

(t同
剣
山剰
コ
頑
山剰
ヨ
旬
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く 
.
)
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
､
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡ 

2 

(同
上 
) 

3 

(同
上 
) 



一
4

T
総
務
大
臣
は
､
羅
定
開
設
者
が
認
定
の
有
効
期
間
の
延
長
を
申
請
し
た
場

合
に
お
い
て
､
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
､
前
条
第

一
項
の
認
定

を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
､
そ
の
期

間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡ 

5

総
務
大
臣
は
､
第

一
項
の
認
定 

(前
条
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事

項
に
つ
い
て
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
｡
)
を
し
た
と
き
､
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
周
波
数
の
指
定
を
変
更
し
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定

の
有
効
期
間
を
延
長
し
た
と
き
は
､
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
｡ 

(認
定
の
取
消
し
等
)

習

ヨ

甲
山
封
は

習

倒
-..
消
き
讃

叫
刊
Lh
羽
目
″1 

移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
欄
定
基
地
局 

(笥
 

可

叫
励
過
番
組
を
そ
の
封
ま
送
信
す
る
放
送
を
す
る
朝
の
に
限
る
 

笥

詞
山村
闘
魂
葡

萄

｢頑
各
号


コ

移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
特
定
基
地
局 
(他
人
の
委
笥
 

7P
fJ,頑
迷
革
粗
を
そ
叫
剖
剖
瑚
矧
可
利
鞘
送
を
十
る
も
当


園
畠

叩頭 

R 
J#
iT
#
.#
E]項
第 
1
口蓋


引

総
務
大
臣
は
､
認
定
開
設
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
､
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
〇

45 

(同
上
) 

(同
上
) 

(認
定
の
取
消
し
等
)

q

｡ー
粛
1爪叫1

o
)
に

1 

割

鋼
コ
刃
月
鋼
の
刀
刃 

(同
上
)

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
､
認
定
計
画
に
係
る
特
定
基
地
局
を
当
該
認 

一 

(同
上
) 



定
計
画
に
従
っ
て
開
設
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
〇

二

不
正
な
手
段
に
よ
り
第
二
十
七
条
の
十
三
第 
1
項
著
し
く
望
別
条
第

一

項
の
認
定
を
受
け
､
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
を
行

わ
せ
た
と
き
｡

三

認
定
開
設
者
が
第
五
条
第
三
項
第 
l
E万
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き 

引

総
務
大
臣
は
'
前
項 

(第
三
号
を
除
く 

)
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消

し
を
し
た
と
き
は
'
当
該
認
定
開
設
者
で
あ
っ
た
者
が
受
け
て
い
る
他
の
開

o 

設
計
画
の
第
二
十
七
条
の
十
三
第

一
項
の
認
定
又
は
無
線
局
の
免
許
等
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
｡ 

14

総
務
大
臣
は
t
.朝
一｣一項

の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
､
理
由
を
記

O

載
し
た
文
書
を
そ
の
認
定
開
設
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡ 

(登
録
の
抹
消
)

第
二
十
七
条
の
二
十
七

総
務
大
臣
は
'
∃

項
､
第
七

十
六
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
三
第

一
項
の
規

定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
'
第
二
十
七
条
の
十
八
第

一
項
の
登
録

の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
､
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十 O

七
条
の
十
八
第

一
項
の
登
録
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
'
当
該
登
録
を


抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

(登
録
状
の
返
納
)

第
二
十
七
条
の
二
十
八

覇

コ
恩
讐
ユ
項
､
第
七
十
六
条
第
五
項

若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録

二 

(同
上
)

三 
(同
上
) 

2~ 
(同
上
) 

3~
総
務
大
臣
は
'
醐
｣｣
頑

の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
､
理
由
を

載
し
た
文
書
を
そ
の
認
定
開
設
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡ 

(登
録
の
抹
消
)

第
二
十
七
条
の
二
十
七

総
務
大
臣
は
'
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
'
第
七

十
六
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
三
第

一
項
の
規

定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
､
第
二
十
七
条
の
十
八
第

一
項
の
登
録

の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
'
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十

七
条
の
十
八
第

一
項
の
登
録
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
､
当
該
登
録
を

抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡ 

(登
録
状
の
返
納
)

第
二
十
七
条
の
二
十
八

第 

覇

項
'
第
七
十
六
条
第
五
項

~
1.

刊
司
剰
コ

若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録



を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
､
第
二
十
七
条
の
十
八
第

一
項
の
登
録
の
有
効
期
間

が
満
了
し
た
と
き 
'
又
は
第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第

二
十
七
条
の
十
八
第 
7
項
の
登
録
が
そ
の
効
力
を
失

っ
た
と
き
は 
'
登
録
人

で
あ

っ
た
者
は 
'

一
箇
月
以
内
に
そ
の
登
録
状
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡ (必

要
的
諮
問
事
項 
)

第
九
十
九
条
の
十

一

総
務
大
臣
は
､
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
､
電
波

監
理
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

一
･
二 

(略
)

三

~第
コ
¶
句
鼎
再
刊

丑
葡
萄

瑚
矧
笥
頑

の
規
定
に
よ
る
開
設
計

画
の
認
定
の
取
消
し
､
同
項
の
規

定
に
よ
る
無
線
局
の
免
許
等
の
取
消
し 

.
条
の
三
第
十

一
項
､
第
百
二
条
の
十
七
第
五
項
及
び
第
百
二
条
の
十
八
第

十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡ 
)
の
規
定
に
よ
る
指
定
講
習

機
関
､
指
定
試
験
機
関
､
指
定
周
波
数
変
更
対
策
磯
野

セ
ン
タ
ー
若
し

く
は
指
定
較
正
機
関
の
指
定
の
取
消
し 
1
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項 

(第

七
十

一
条
の
三
第
十

一
項
及
び
第
百
二
条
の
十
八
第
十
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
｡ 
)
の
規
定
に
よ
る
指
定
試
験
機
関
若
し
く
は
指
定

周
波
数
変
更
対
策
機
関
の
役
員 
'
指
定
試
験
機
関
の
試
験
貞
若
し
く
は
指

定
敦
正
機
関
の 
∫較
正
員
の
解
任
の
命
令
又
は
第
七
十
六
条
第
三
項
､
第
四

項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
無
線
局
の
免
許
の
取
消
し 
'
同
項
の

を
取
り
消
さ
れ
た
と
き 
'
第
二
十
七
条
の
十
八
第

一
項
の
登
録
の
有
効
期
間

が
満
了
し
た
と
き
へ
又
は
第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第

二
十
七
条
の
十
八
第

一
項
の
登
録
が
そ
の
効
力
を
失

っ
た
と
き
は
､
登
録
人

で
あ

っ
た
者
は
､

一
箇
月
以
内
に
そ
の
登
録
状
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡ (必

要
的
諮
問
事
項 
)

第
九
十
九
条
の
十

一

総
務
大
臣
は 
'
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
､
電
波

監
理
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

一
･
二 

(同
上 
)

三

覇

コ
皿
山野
｢
項
要
り
引
潮
圃
コ
項
の
規
定
に
よ
る
開
設
計

画
の
認
定
の
取
消
し 
'
同
現
の
規
定
に
よ
る
無
線
局
の
免
許
等
の
取
消
し

若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
十

一
第
二
項 

(第
四
十
七
条
の
五 
'
第
七
十

一

条
の
三
第
十

一
項
､
第
百
二
条
の
十
七
第
五
項
及
び
第
百
二
条
の
十
八
第

十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡ 
)
の
規
定
に
よ
る
指
定
講
習

機
関
へ
指
定
試
験
機
関
､
指
定
周
波
数
変
更
対
策
機
関 
'
セ
ン
タ
ー
若
し

く
は
指
定
改
正
機
関
の
指
定
の
取
消
し 
'
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項 

(第

七
十

一
条
の
三
第
十

一
項
及
び
第
百
二
条
の
十
八
第
十
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
｡ 
)
の
規
定
に
よ
る
指
定
試
験
機
関
若
し
く
は
指
定

周
波
数
変
更
対
策
機
関
の
役
員 
'
指
定
試
験
機
関
の
試
験
員
若
し
く
は
指

定
改
正
機
関
の
故
正
員
の
解
任
の
命
令
又
は
第
七
十
六
条
第
三
項
､
第
四

項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
無
線
局
の
免
許
の
取
消
し 
'
同
項
の



規
定
に
よ
る
開
設
計
画
の
認
定
の
取
消
し
､
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
七
条
の
十
八
第

一
項
の
登
録
の
取
消
し
､
第
七

十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
無
線
局
数
の
削
減
及
び
周
波
数
の
指
定

の
変
更
､
第
七
十
六
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
無
線
局
の

C

開
設
の
禁
止
若
し
く
は
登
録
局
の
運
用
の
制
限
､
第
七
十
六
条
の
三
第

一

･
項
の
規
定
に
よ
る
無
線
局
の
周
波
数
の
指
定
の
変
更
'
登
録
局
の
周
波
数

I 

の
変
更
の
命
令
若
し
く
は
無
線
局
の
免
許
等
の
取
消
し
若
し
く
は
第
七
十

九
条
第

二
項 

(同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
の
規

定
に
よ
る
無
線
従
事
者
の
免
許
若
し
く
は
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
の
取

消
し
.

四 

(略
) 

2 

(略
)

附

則 

(検
討
) 

m

14

政
府
は
､
少
な
く
と
も
三
年
ご
と
に
､
第
百
三
条
の
二
の
規
定
の
施
行
状


況
に
つ
い
て
電
波
利
用
料
の
適
正
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
､
必


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
'
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず


る
も
の
と
す
る
｡
 

(
.波
列 
EE
jE

.特
例
)

~51

葛

岡

1
同
項 

∃

圃
喝
爪叫姻
朝
矧
功
利
倒
盟
咽側
u
l
頭
相
葡
泌
醐
刃

側
憩
司

捌
魂

規
定
に
よ
る
開
設
計
画
の
認
定
の
取
消
し
､
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六

項
の
規
定
に
よ
を
第
二
十
七
条
の
十
八
第 
I
項
の
登
録
の
取
消
し
､
第
七

十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
無
線
局
数
の
削
減
及
び
周
波
数
の
指
定

の
変
更
､
第
七
十
六
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
無
線
局
の

開
設
の
禁
止
若
し
く
は
登
録
局
の
運
用
の
制
限
､
第
七
十
六
条
の
三
第

一

項
の
規
定
に
よ
る
無
線
局
の
周
波
数
の
指
定
の
変
更
'
登
録
局
の
周
波
数

の
変
更
の
命
令
若
し
く
は
無
線
局
の
免
許
等
の
取
消
し
若
し
く
は
第
七
十

九
条
第

一
項 

(同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
の
規

定
に
よ
る
無
線
従
事
者
の
免
許
若
し
く
は
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
の
取

･消
し

四 

(同
上
) 

13 

2 

(同
上
)

附

則 

(検
討
) 

14 

(同
上
) 



引
潮
引
付
止
す
る
jT
i:ITj7ーll
Ja
倒
波

故
の
使
用
又 

件
等
の
防
強
に
関
十

雪

､ノ
I
の
･男

山
山雨

の
滴

列
は
吋
す
る
必
司

封
一〇.山

上

㍉

㍉

∴ 

∵

∴ 

∵
∴

㍉

‖ 

‥

惑
副
要
を
防
止
召

け
う
習

慣
瑚
兄
畑
刃
塵
等
の
阿
習

矧

C 

の
を
除
く
｡
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)
を
受
信
す
る
こ 

の
で
き
る

召

劃
璃
対
す
る
必
要
な
援
助

受
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
者 

(デ
ジ
タ
ル
信
号
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
の
う
ち
､
静
止
し
'
又
は
移
動
す
る
事
物
の
瞬
間
的
影
像
及
び
こ
れ
に
伴

iwT

う
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
送
る
放
送 

(以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢地
上
デ
ジ

J

タ
ル
放
送
｣
と
い
う 

)
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し

tA
J

て
い
る
者
を
除
く
｡ 
)
の
う
ち
､
経
済
的
困
難
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
が
困
難
な
者
に
対
し
て
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信と

に
必
要
な
設
備
の
整
備
の
た
め
に
行
う
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
援
助
｣





○
放
送
法 

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
) 

(

(定
義
)

第
二
条

一
･
一
の
二 

甘
さ
f 

一
の
三

習
二
〜
二
の
二
の
五 

コ
.孤
.コ
内
司

忍西
山習
慣
山河
聞
出
.

m司

月

山
J轡
園
の
由
州

二
の
三
〜
六 

(放
送
普
及
基
本
計
画
) 

.第
二
条
の
二
 

2
-
5 

(略
)
 

6

放
送
事
業
者
 

司

第
二
条
関
係
) 

現

(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

行 

(同
上
)

(同
上
)

｢受
託
国
内
放
送
｣
と
は
､
他
人
の
委
託
に
よ
り
､
そ
の
放
送
番

改

正

案

こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て

(定
義
)

第
二
条 

は
､
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
｡

(略
)

T
･
一
の
二 

｢受
託
国
内
放
送
｣
と
は
､
他
人
の
委
託
に
よ
り
､
そ
の
放
送
番

一
の
三

組
を
国
内
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
ま
ま
送
信
す

る
放
送
で
あ
っ
て
'
人
工
衛
星
の
無
線
局
又
は
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を

組
を
国
内
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
ま
ま
送
信
す

る
放
送
で
あ
っ
て
､
人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
い 

,フ
D

瑚
親
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
〇

(略
)

二
〜

二
の
二
の
五 

(同
上
) 

耐
圃
閤 

U
で
倒
倒
刊
引
出
捌

司 

Tヨ

.

二
の
三
〜
六 

(

第
二
条
の
二 

mm再

封
叫
到
｢

盟
叩
尉
東
刷

第
九
条
第 
1
項
第
二
号
に
規
定

山習
倒
切
札
誠
｢瑚
姐
仰周
相
対
別

訓
拍
uJJH.引
用

選
で
あ
っ
て
､ 

珂
拘
れ
｣到 

(略
) 

(略
) 

(同
上
) 

放
送
普
及
基
本
計
画
)

(同
上
) 

2
-
5 

6

(同
上
) 

(受
託
放
送
事
業
者
責

､
鼻
託
放
送
事
業
者
及
び

放

送
事

受
託
放
送
事
業

者､委
託
放
送
事
業
者
及
び
第
九
条
第

一

に
規
定
す
る
委
託
国
内

放送業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
ノ 

業
者 

(


項
第

二号

16 



す
る
委
託
国
内
放
送
業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
を
行
う
場
合
に
お

け
る
協
会
を
除
く
｡ 
)
は
､
そ
の
行
う
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
に
お
い

て
,
当
該
放
送
が
あ
ま
ね
く
受
信
で
き
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
｡ 

(委
託
国
内
放
送
業
務
及
び
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
の
実
施 
)

第
九
条
の
四

協
会
は
､
電
波
法
の
規
定
に
よ
り
受
託
国
内
放
送
又
は
受
託
協

会
国
際
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
者
に
委
託
し
て
委
託
国
内
放

送
業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
､
第
五 

± 

1条
の
十
三
第

一
項
第 
1
号
､
第
二
号
及
び
第
五
号 

(
ニ
か
ら
劃
判
苛

に

係
る
部
分
に
限
る
｡ 
)
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
､

l

総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡ 

2

第
五
十
二
条
の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
認
定
の
申
請


に
つ
い
て
､
第
五
十
二
条
の
十
四
の
規
定
は
同
項
の
認
定
に
つ
い
て
､
第
五


十
二
条
の
十
五
第

一
項
､
第
五
十
二
条
の
十
七
､
第
五
十
二
条
の
十
九
及
び


第
五
十
二
条
の
二
十

一
か
ら
第
五
十
二
条
の
二
十
六
ま
で
の
規
定
は
前
項
の


認
定
を
受
け
た
協
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
第
五
十


二
条
の
十
五
第

一
項
､
第
五
十
二
条
の
二
十

一
､
第
五
十
二
条
の
二
十
二
及


び
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項
第
二
号
中

｢第
五
十
二
条
の
十
三
第

一
項


の
認
定
｣
と
あ
る
の
は

｢第
九
条
の 
E
]第 

項
の
認
定
｣
と
､ ′粛
五
月
コ
魂


引

コ

崩

コ
頑
珂

コ
可
中

｢受
取
内
外
放
送
｣
と
あ
る
の
ーは

｢受
耗
協
会
国

際
放
送
｣
と
､
第
五
十
二
条
の
二
十

一
及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
四
中

｢委

託
放
送
業
務
｣
と
あ
る
の
は

｢第
九
条
の
四
第

一
項
の
認
定
を
受
け
た
委
託

を
行
う
場
合
に
お
け
る
協
会
を
除
く
｡ 
)
は
､
そ
の
行
う
放
送
に
係
る
放
送

対
象
地
域
に
お
い
て
､
当
該
放
送
が
あ
ま
ね
く
受
信
で
き
る
よ
う
に
努
め
る

も
の
と
す
る
｡ 

(委
託
国
内
放
送
業
務
及
び
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
の
実
施 
)

第
九
条
の 

]

協
会
は
､
電
波
法
の
規
定
に
よ
り
受
託
国
内
放
送
又
は
受
託
協

会
国
際
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
者
に
委
託
し
て
委
託
国
内
放

送
業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
､
第
五

十
二
条
の
十
三
第 
1
項
第

言
下
､
第
二
号
及
び
第
五
号 

(
ニ
か
ら
別
封
可
に

係
る
部
分
に
限
る
｡ 
)
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て 
'

総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡ 

2

第
五
十
二
条
の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
認
定
の
申
請

に
つ
い
て
､
第
五
十
二
条
の
十
四
の
規
定
は
同
項
の
認
定
に
つ
い
て
､
第
五

十
二
条
の
十
五
第

一
項
､
第
五
十
二
条
の
十
七
､
第
五
十
二
条
の
十
九
及
び

第
五
十
二
条
の
二
十

一
か
ら
第
五
十
二
条
の
二
十
六
ま
で
の
規
定
は
前
項
の

認
定
を
受
け
た
協
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
第
五
十


二
条
の
十
五
第

一
項
､
第
五
十
二
条
の
二
十

一
､
第
五
十
二
条
の
二
十
二
及


び
第
五
十
二
条
の
二
十 
E
]第
二
項
第
二
号
中

｢第
五
十
二
条
の
十
三
第 
T
項


の
認
定
｣
と
あ
る
の
は

｢第
九
条
の
四
第 

項
の
認
定
｣
と
､
笥

剰


再
刊
忍

野
コ
項
中

｢受
託
内
外
放
送
｣
と
あ
る
の
は

｢受
託
協
会
国
際
放
送


E

｣
と
､
第
五
十
二
条
の
二
十 
1
及
び
第
五
十
二
奈
の
二
十
四
中

｢委
託
放
送

業
務
｣
と
あ
る
の
は

｢第
九
条
の
四
第 
1
項
の
認
定
を
受
け
た
委
託
国
内
放 

l

17 



国
内
放
送
業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
｣
と
､
第
五
十
二
条
の
二
十

六
中

｢第
五
十
二
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
た

と
き
｣
と
あ
る
の
は

｢第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

一

項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
の
四
第

一
項
の
認
定
を
受
け
た
委
託
国
内
放
送
業

務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
の
廃
止
の
認
可
を
し
た
と
き
｣
と
､

｢当

該
届
出
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
認
可
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡ 

(外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
取
扱
い 
)

第
五
十
二
条
の
八

金
融
商
品
取
引
所 

(金
融
商
品
取
引
法 

(昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
十
五
号 
)
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
を
い

う
O
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第 
1
項
に
お
い
て
同
じ 
.
)
に
上
場
さ
れ
て
い

息
株
式
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
株
式
を
発
行

し
て
い
る
会
社
で
あ
る

一
般
放
送
事
業
者
は
､
そ
の
株
式
を
取
得
し
た
電
波

法
第
五
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
音
叉
は
同
条
第
四
項

第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
者 

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢外
国
人
等
｣ 
.と
い
う
｡ 

)
か
ら
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
､
又
は
記
録
す
る
こ
と

の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
､
そ
の
請
求
に
応
ず
る
こ
と
に
よ
り
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ 
'
当
該
各
号
に
定
め
る
事
由 

(次
項
に

お
い
て

｢欠
格
事
由
｣
と
い
う
｡ 
)
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は 
'
そ

の
氏
名
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載 
L
t
又
は
記
録
す
る
こ
と
を
拒
む
こ

と
が
で
き
る
｡ 

1

人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
放
送
を
行
う
慧

廿
刃
瑚
機
動
曳
伺
用
地
上

送
業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
｣
と
､
第
五
十
二
条
の
二
十
六
中

第
五
十
二
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
た
と
き
｣

と
あ
る
の
は

｢第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

一

定
に
よ
り
第
九
条
の
四
第

一
項
の
認
定
を
受
け
た
委
託
国
内
放
送
業
務
又
は

委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
の
廃
止
の
認
可
を
し
た
と
き
｣
と
､

｣
と
あ
る
の
は

(

第
五
十
二
条
の
八

昭
和
二
十
三
年

欠
格
事
由
｣
と
い
う 

'

の
氏
名
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載 

1

人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
放
送
を
行
う
堵
創
｣
次
号
に
掲
げ
る
場
合 

｢

項
の
規

｢当
該
届
出

｢当
該
認
可
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡ 

外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
取
扱
い 
)

金
融
商
品
取
引
所 

(金
融
商
品
取
引
法 

(


法
律
第
二
十
五
号 
)
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
を
い

う
｡
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)
に
上
場
さ
れ
て
い

る
株
式
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
株
式
を
発
行

し
て
い
る
会
社
で
あ
る

一
般
放
送
事
業
者
は
､
そ
の
株
式
を
取
得
し
た
電
波

法
第
五
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
同
条
第
四
項

第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
者 

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢外
国
人
等
｣
と
い
う
｡ 

)
か
ら
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
､
又
は
記
録
す
る
こ
と

の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
､
そ
の
請
求
に
応
ず
を

｣と
に
よ
り
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ 
'
当
該
各
号
に
定
め
る
事
由 

(次
項
に

お
い
て

｢

と
が
で
き
る
｡ 

O 
)
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は 

そ

L
t
又
は
記
録
す
る
こ
と
を
拒
む
こ
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署

叫
ず
れ
執
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
｡ 
)

電
波

法
第
五
条
第
四
項
第

二
号
に
定
め
る
事
由

二

受
託
放
送
事
業
者
で
あ
る
場
合

電
波
法
第
五
条
第 
7
項
第
四
号
に
定

め
る
事
由

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
二
号

又
は
第
三
号
に
定
め
る
事
由

前
項
の

一
般
放
送
事
業
者
は
､
社
債
等
振
替
法
第
百
五
十

一
条
第

一
項

又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
株
主
の
-
ち
外
国
人
等
が
有
す
る

株
式
の
す
べ
て
に
つ
い
て
社
債
等
振
替
法
第
百
五
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に

よ
り
株
主
名
簿
に
記
載
し
､
又
は
記
録
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
欠
格
事
由

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は 
'
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
特
定
外

国
株
式 

(欠
格
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ 
-
に
当
該
株
式
の
一

部
に
限
っ
て
株
主
名
簿
に
記
載 
L
t
又
は
記
録
す
る
方
法
七
し
て
総
務
省
令

で
定
め
る
方
法
に
従
い
記
載 
L
t
又
は
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
以
外

の
株
式
を
い
う
｡ 
)
に
つ
い
て
は
'
同
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
名
簿
に
記
載 

L
t
又
は
記
録
す
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
｡

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
名
簿
に
記
載 
L
t
又
は
記
録
す
る
こ
と
を
拒

む
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き
'
電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
に
掲
げ

る
者
に
よ
り
同
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
通
じ
て
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の

割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
'
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ 
'
又
は
記
録
さ
れ

て
い
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
株
式
の
す
べ
て
に
つ
い
て
議
決
権
を

有
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
株
式
会
社
で
あ
る

一
般
放
送
事
業
者 

(人
工
衛

を
除
く
｡
)

電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
定
め
る
事
由

二 

(同
上 
)

三 

(同
上 
) 

(同
上 
)

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
名
簿
に
記
載
し
､
又
は
記
録
す
る
こ
一と
を
拒

む
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き 
'
電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
に
掲
げ

る
者
に
よ
り
同
号
ロ
､に
掲
げ
る
者
を
通
じ
て
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の

割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
'
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
､
又
は
記
録
さ
れ

て
い
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
株
式
の
す
べ
て
に
つ
い
て
議
決
権
を

有
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
株
式
会
社
で
あ
る

一
般
放
送
事
業
者 

(人
工
衛



慧一二三四五 星
の
無
線
局
に
よ
り
放
送
を
行
う 
1
般
放
送
事
業
者
剰
瑚
樹
劉
発
情
用
地
且

司
詞
苛
を
除
く 

)
が
同
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当

O

す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
､
特
定
外
国
株
主 

(株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
､
又

は
記
録
さ
れ
て
い
る
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
株
式
の
う
ち
同

号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
に
総
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
以
外
の
株
式
を
有
す

る
蔵
主
を
い
う 
.
)
は
､
当
該
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
有
し
な
い 
0 

4 

(略
) 

(認
定 
)

第
五
十
二
条
の
十
三

委
託
放
送
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者 

(委
託
国
内
放
送

業
務
を
行 
-
場
合
に
お
け
る
協
会
を
除
く 
.
)
は
､
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
､
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡

受
託
放
送
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
｡

当
該
業
務
を
維
持
す
る
に
足
り
る
財
政
的
基
礎
が
あ
る
こ
と
｡

委
託
し
て
放
送
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
表
現
の
自
由
が
で
き
る
だ
け
多

く
の
者
に
よ
っ
て
享
有
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
総
務
省

令
で
定
め
る
基
準
に
合
致
す
る
こ
と
｡

そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適

切
で
あ
る
こ
と
｡

当
該
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
が
次
の
イ
か
ら
丸
粛
可
の
い
ず
れ
に
も

星
の
無
線
局
に
よ
り
放
送
を
行
う

一
般
放
送
事
業
者
を
除
く
｡ 
)
が
同
号
に

定
め
各
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
､
特
定
外
国
株
主 

(株
主
名

簿
に
記
載
さ
れ
､
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
が
有

す
る
株
式
の
う
ち
同
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う

に
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式

以
外
の
株
式
を
有
す
る
株
主
を
い
う
｡ 
)
は
､
当
該
株
式
に
つ
い
て
の
議
決

権
を
有
し
な
い
｡ 

4 

(同
上 
) 

(認
定 
)

第
五
十
二
条
の
十
三 

(同
上 
)

一 

(同
上 
)


二 

(同
上 
)


三 

(同
上 
)


四 

(同
上 
)

五

当
該
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
が
次
の
イ
か
ら
列
葛

の
い
ず
れ
に
も



該
当
し
な
い
こ
と
｡

イ

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
人

口

外
国
政
府
又
は
そ
の
代
表
者

ハ

外
国
の
法
人
又
は
団
体

O 

二

の

一
以
上
を
占
め
る
も
の

ホ
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

へ

骨
を
除
く 

の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

卜

電
波
法
第
七
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
放
送
局
の
免
許
の
取
消

チ

の
取
消
し 

(こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分


に
違
反
し
て
受
け
た
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
放
送
局
の
運
用
の
停


経
過
し
な
い
音

別

該
当
し
な
い
こ
と
｡

イ 

(同
上 
)

ロ 

(同
上 
)

ハ 

(同
上 
)

ニ 

(同
上 
)

ホ 

(同
上 
)

へ

第
五
十
二
条
の
二
十
三
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項 

(圃
司

骨
を
除
く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し

の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ト 

(同
上 
)

チ 

(同
上 
) 

法
人
又
は
団
体
で
あ
っ
て
､
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
業
務
を

執
行
す
る
役
員
で
あ
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
議
決
権
の
五
分

こ
の
法
律
又
は
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し

て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
､
そ
の
執
行
庖
終
わ
り
､
又
は
そ
の
執

第
五
十
二
条
の
二
十
三
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十 
E
]第
二
項 

)
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し

(劃
対

し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

電
波
法
第
七
十
六
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
放
送
局
の
免
許

止
の
命
令
又
は
運
用
許
容
時
間
､
周
波
数
若
し
く
は
空
中
線
電
力
の
制

限
に
係
る
も
の
に
限
る
｡ 
)
を
受
け
､
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を

薗
測
署

嘲
洞 
u
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到
引
笥 

か
.に
該
当
す
る
者
で
あ
る
も
の 

一二
氏
名

三四
wヨ地

域

五六七

9
叫
が
引
｢
年
を

経
潮

目
烈

日
葡

法
人
又
は
団
体
で
あ

っ
て
､
そ
の
役
員

が
ホ
か
ら
別
封
可

の
い
ず
れ

2

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は 
'
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り 
,
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
代
表
者
の

委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
の
種
類

希
望
す
る
委
託
の
相
手
方

委
託
の
相
手
方
の
翼

列
司

竹
増

刊
調
瑚
欄
周
に
関
し
希
望
す
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は
位
置 
1
.萄
醐 

T.つ
の
無
線 
nF
が
頑

釧
血判

調
矧
軌
曳
伺
刑 骨

用 

頭
*

~
叫

上

,

-
rd習

I皇 
u
東
由
利可

動
笥

閤

璃
刺
創

過
月
山習
咽
出
国 

別

法
人
又
は
団
体
で
あ
っ
て 
'
そ
の
役
員
が
ホ
か
ら
列
宙
ガ

の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
も
の 

2

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は 
'
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り 
'
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡

一 

(同
上 
)

二 

(同
上 
)


三 

(同
上 
)
 

E
]

委
託
の
相
手
方
の
刃
司
圃
琴
爪叫
血
盟
習
周
に
関
し
希
望
す
る
人
工
衛
星
の

軌
道
又
は
位
置

五 

(同
上 
)


六 

(同
上 
)


七 

(同
上 
)
 

ch 

(同
上 
) 

(

指
定
事
項
及
び
認
定
証 
)

第

十
二
条
の
十
四

前
条
第

一
項
の
認
定
は
､
次
の
事
項
を
指
定
し
て
行 

五

委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
に
関
し
希
望
す
る
周
波
数

業
務
開
始
の
予
定
期
日

委
託
放
送
事
項 

3 

(略
) 

(指
定
事
項
及
び
認
定
証 
)

第
五
十
二
条
の
十
四

前
条
第

一
項
の
認
定
は
､
次
の
事
項
を
指
定
し
て
行
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lワ
o

一

委
託
の
相
手
方

二

委
託
の
相
手
方
の
署

叫
国
別
司

可
噂
州司
開
園
開
局
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又

は
位
置
｣
慧

叫
叫
相
弔
ガ

山
.輔
叫繊
旬
が
細
動
章
句
矧

司

司
引
す
る
無
線
局 
)
割
引

q
剥

叫 

I.}

瑚
司 

弓

t

憩

爪叫瑚
選
対
朝
別
項

三

番
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
に
係
る
周
波
数

H

総
務
大
臣
は
､
前
条
第 
1
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
､
認
定
証
を
交
付
す

る
｡認

定
証
に
は
､
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

一

認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
の
番
号 

.

二

認
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

三

委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
の
種
類

四

委
託
の
相
手
方

五

委

託

の

相

手

方

の
軸
州魂
周
到
刃
口
廟
雪

や

噛

州司

閣

笥

轡

周

に

係

る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は
位

置
頭

相

弔
ガ

山

.輔
州
嫡

風

刺

画

軸

t受

南
風
地
山
班
蓮
を
す
る
無
線
局
で
あ
る
場
合
に
あ

っ

可

相

t当

謝

樹

動

曳

信
倒
地
上
笥

頑
迷
対

象

地

域

六

委

託

し

て

行

わ
せ
る
放
送
に
係
る
周
波
数


七

委

託

放

送
事
項
 

(委
託
放
送
事
項
等
の
変
更 
) 

ワ
o

一 

(同
上 
)

二

委
託
の
相
手
方
の
義

山
盟
喝
周
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は

位
置 
.

三 

(同
上 
) 

(同
上 
) 

(同
上 
) 

(同
上 
) 

(同
上 
) 

(同
上 
)

四 

(同
上 
)


五

委
託
の
相
手
方
の
萄

瑚
過
剰
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は


位
置


l六 

(同
上 
)


七 

(同
上 
)
 

(委
託
放
送
事
項
等
の
変
更 
) 



12
T 男の

指
定
を
変
更
す
剖 

翼
当W司

叫
記
載
十
べ
き 

朝
出
萄

コ

雷

第
五
十
二
廉
の
十
七

い
｡ 

第
五
十
二
条
の
十
七 

2

(同
上
)

委
託
放
送
事
業
者
は
､
委
託
放
送
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
､
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

/ 

十
二
臭
の

号
に
掲
げ
る
事
項

苛
が
人
工
衛
星
習

詞
可
珂
平
方
以
外
の
音
が
執 

周
東
コ珂
び
同
法
敬
を
そ
の
免

山
よ
.州
1.~
副
Tq

1
L

西
周
司
ガ
｣
と
い
ヨ

和

て
巧

電
山叫H

W 法
の
規
定
Lヨ

衛
星
の
軌
習

引
刊
畑
惑
詞
詞
｢柑
平
方
が
当
該
委
託 

L

㌔総
務
大
臣
は
､
電
波
法
の
規
定
に
よ
り
､
委
託
放
送
事
業
者

の
委

託

の
相

当l
:
/
図
労

手
方 

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢委
託
の
相
手
方
｣
と
い
う
｡ 
)

以
外

の
者

が
当

川叫山
』 
.麻
里
の
軌
道
又
は
位
置
及
び
同
波

数

を

そ

の
免

許

状
に
記
載
す
べ
き
受
託
国
内
放
送
又
は
受
託
内
外
放
送
を
す

る
無

線

局

の
免

謝
封
受
け
た
と
き
､
委
託
の
相
手
方
が
当
該
委
託
に
係

る
人

工
衛

星

の
軌

道

固 

く
は
位
置
又
は
周
波
数
に
つ
い
て
変
更
の
許

可

又
は
指
定

u
刑
剖
引
き
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
総
務

省
令

で
定

め

る
と

き

~軸
組
委 
∵.

刷
り 

R十
I..:｣
.
篭

の
申
請
に
よ
い
､
第

十

二
司

咽

各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
指
定
を
変
更
す
る
｡ 

車
詞

癖
創

組
内
判
明
司
引
す
る
無

鞘
司
西
周
許
を
受
け
笥

萄

LJJiE
75
7


軌
道
苦
し
く
当

日
可
聞
可
叫
許
可
若
し
く
は
tTT仙川
覇

両
刃
州盟
仙

q

｣叫
園
旦
封
筒
明
刊 

判
1

同
別且
引
叫朝
岡
周
で

封
雪

弔
ガ
以
外
叫

署

倒
淵叫劉
到
竹

の
免
許
状
に
記
載
す
べ
き
受
託
国
内
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
封
曳
け

た
と
き
若
し
く
は
委
託
の
相
手
方
が
当
該
委
託
に
係
る
周
波
数
に
つ
.い
.で

指
定
の
変
更
を
受
刑
恵
と
き
又
は
第
二
条
の
二
第
四
項
盟
盟
盟
叫H叫別
総

務
大
臣
が
放
送
普
及
基
調
計
画
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
委
託
に

係
る
放
送
対
象
地
域
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
｡

の
変

更

を
受
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TTT
国
賓 

剖

1

第
五
十
二
条
の
二
十
四

総
務
大
臣
は
､
委
託
放
送
事
業
者
が
こ
の
法
律
又
は

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
､
三
箇
月
以

内
の
期
間
を
定
め
て
委
託
放
送
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
. 

2

総
務
大
臣
は
､
委
託
放
送
事
業
者
が
次
の
各
号
の
山
東

叫
禦

叫
該
当
す
る

と
き
は
､
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
｡

一

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
､
委
託
放
送
業
務
を
引
き
続
き
六
箇
月
以
上

休
止
し
た
と
き
｡

二

不
正
な
手
段
に
よ
り
第
五
十
二
条
の
十
三
第

一
項
の
認
定
又
は
第
五
十

二
条
の
十
七
第 
7
項
の
許
可
を
受
け
た
と
き
｡

三

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
.

四

放
送
局
の
免
許
を
受
け
て
い
る
委
託
放
送
事
業
者
が
そ
の
免
許
を
電
波

d

法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
と
き
｡

司

樹
動
曳
伺
葛

晶
州圃
周
相
成
亀

矧
↓
コ
山
東
可

ヨ

コ
.項
.の1
.開
副
詞
画
山
東
古
を
受
け
て
い
る
委
託
鞘
当
司
翌
可
朝
岡

習

廿
7g
T
+
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
封
司
司
可
引
耐
引
潮
到
川

た
と
き
｡

対
委
託
の
相
手
方
の
放
送
局
の
免
許
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
き
｡

第
五
十
二
条
の
二
十
四 

(同
上
) 

2

総
務
大
臣
は
､
委
託
放
送
事
業
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は

､
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
｡

一 

(同
上
)

二 

(同
上
)

三 

(同
上
)

四 

(同
上
)

司

委
託
の
相
手
方
の
人
口
簡
易
.爪叫
放
送
局
の
免
許
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た

と
き
｡ 

(認
定
) 
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2
五

こ
と
｡

イ
〜

ハ 

ニホへ

第
五
十
二
条
の
三
十 
'
1
1以
上
の

一
般
放
送
事
業
者 

送
事
業
者
に 
7
以
上
の
地
上
系

一
般
放
送
事
業
者 

外
画
期
親
風
に
よ
り
放
送
を
行
う 
I

(当
該
二
以
上
の 

般
放

(刃
工
衛
星
の
無
線
局
以

第
五
十
二
条
の
三
十

送
事
業
者
に 
1
以
上
の
地
上
系 
1

月
簡
単
州
朝

岡
旬
刊
び
韓
鮎
受
信
開
署

朝
顔
再
割

)
が
含
ま
れ
る
場
合
に
限
る
｡
以
下
こ
の
条 
'
次
条
第 

二
条
の
三
十
七
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)
を
そ
の
子

会
社
と 
L
t

評
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る 

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡ 

O 

(当
該
二
以
上
の

一

(習 

般
放

.
人

般
放
送
事
業
者 

二
以
上
の
一
般
放
送
事
業
者 

般
放
送
事
業
者
を

い
う
O
以
下
同
じ 
O 

｣
7
汁
で

に
よ
り
放
送
を
行
う

一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
｡
以
下
同
じ 
o 

)
が
含
ま
れ
る
場
合
に
限
る
｡
以
下
こ
の
条
へ
次
条
第

一
号
並
び
に
第
五
十

二
条
の
三
十
七
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)
を
そ
の
子

会
社
と 

苦
し
く
は
し
よ
う
と
す
る
会
社
又
は
二
以
上
の

一
般
放
送
事
業

者
を
そ
の
子
会
社
と
す
る
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は 
'
総
務
大
臣
の

r
DT
並
び
に
第
五
十

L
t


苦
し
く
は
し
よ
う
と
す
る
会
社
又
は
二
以
上
の

一
般
放
送
事
業

者
を
そ
の
子
会
社
と
す
る
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
､
給
務
大
臣
の

次
の各
号

の
い
ず

れ

にも
適合
し

(同
上 
)

総
務
大
臣
は 
'
前
項
の
認
定
の
申
請
が

定
を
し
て
は

ならな

同
項
の認

け
れ

ば
'


て
い
る
と
認
め
る
と
き
で

か

一
〜
四 

い
.

(略
)

一
〜
四 

(同
上 
)

申
請
対
象
会
社
が 
'
次
の
イ
か
ら
り
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

五

申
請
対
象
会
社
が
､
次
の
イ
か
ら
り
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

(略
)

第
五
十
二
条
の
二
十
三
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項 

こ
と
｡

イ
〜

ハ 

ニホ 

(同
上 
)

へ 

(同
上 
)

第
五
十
二
条
の
二
十
三
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項 

(飼
対

旬
を
除
く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し

句
を
除
く 
O 
)
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し

の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

.

第
五
十
二
条
の
三
十
七
第 
7
項 

(第
二
号
を
除
く
｡ 
)
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年

を
経
過
し
な
い
者

電
波
法
第
七
十
五
条
第

一
項
又
は
第
七
十
六
条
第
三
項 

(第
四
号
を

(同
上 
) 
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除
く
｡ 
)
若
し
く
は
第
四
項 

(第
五
号
を
除
く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り
免

許
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

卜

電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第

一
項
司

頑 

(第
三
号
を
除

く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

チ

電
波
法
第
七
十
六
条
第
五
項 

(第
三
号
を
除
く
｡ 
)
の
規
定
に
よ
り

登
録
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い

者
リ

役
員
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
株
式
会
社 

3
ハ
に
規
定
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
罰
金
以
上
の
刑
に
処

せ
ら
れ
､
そ
の
執
行
を
終
わ
り
､
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

S
.tlか
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

3

･
4 

略
)(

(外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
取
扱
い
)

第
五
十
二
条
の
三
十
二

金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
七
て
総
務
省
令
で
定
め
る
株
式
を
発
行
し
て
い
る
認
定

放
送
持
株
会
社
は
へ
そ
の
株
式
を
取
得
し
た
外
国
人
等 

(第
五
十
二
条
の
三

十
第
二
項
第
五
号
イ 
Ⅲ
か
ら
川
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
同
号
口
佃

に
掲
げ

る
者
を
い
う
｡ 
)
か

らそ
の

氏名及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載

し､
又
は

記
録
す
る
こ
と
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
､
そ
の
請
求
に
応
ず
る
こ

ト

電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第 
7
項 

(第
三
号
を
除
く 
.
)
の
規
定

に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け 
'
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過

し
な
い
者

チ 

(同
上 
)

リ 

(同
上 
) 

3

･4 

(同
上 
) 

(外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
取
扱
い
)

第
五
十
二
条
の
三
十
二 

(同
上 
) 



と
に
ょ
り
同
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と

き
は
､
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
､
又
は
記
録
す
る
こ
と

を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
｡

第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は 
'
認
定
放
送
持
株

会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て 
'
同
条
第
二
項
中

｢前
項

｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
｣
と
､

｢外
国
人
等
｣
と

あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
等
｣
と 
'

｢場
合
に
欠
格
事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢場
合
に
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項

第
五
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
｣
と
､

｢と
き
は
､
同
項
｣
と
あ
る

の
は

｢と
き
は 
'
社
債
等
振
替
法
粛
百
五
十
二
条
第

一
項
｣
と
､

｢
(欠
格

事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢
(同
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
｣
と 
'
同
条

第
三
項
中

｢前
二
項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
｣
と
､

｢電
波

法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項

第
五
号
口
侶
｣
と 
'

｢同
号
ロ
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
ロ
㈲
｣
と
､

｢株

式
会
社
で

ある
一
般
放
送
事
業
者 

(人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
放
送
を
行

う

一
般
放
送
事
業
者
及
聾

葡
葡
萄

を
除
く
｡ 
)
｣
と
あ
る
の
は

｢認
定
放
送
持
株
会
社
｣
と 
'

｢同
号
に
定
め

る
事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
｣
と
､

｢同
号
イ
及

び
ロ
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
口
川
及
び
佃
｣
と
､
同
条
第
四
項
中

｢第

一

項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
｣
と 
'

｢外
国
人
等
｣

と
あ
る
の
は

｢同
項
に
規
定
す
る
外
国
人
等
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

｢第

一
項
｣
と
あ
る
の
は

｢

第

t
項
｣

と
､

｢外
国
人
等
｣
と
あ
る
の
は

｢同
項
に
規
定
す
る
外
国
人
等
｣
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
｡

第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
､
認
定
放
送
持
株

会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て 
'
同
条
第
二
項
中

｢前
項

｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
｣
と
､

｢外
国
人
等
｣
と

あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
等
｣
と 
'

｢場
合
に
欠
格
事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢場
合
に
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項

第
五
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
｣
と 
'

｢と
き
は
､
同
項
｣
と
あ
る

の
は

｢と
き
は
､
社
債
等
振
替
法
第
百
五
十
二
条
第

一
項
｣
と
､

｢
(欠
格

事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢
(同
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
｣
と
､
同
条

第
三
項
中

｢前
二
項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
二
第

一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
｣
と
､

｢電
波

法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
｣
と
あ
る
の
は

｢第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項

第
五
号
口
侶
｣
と
､

｢同
号
ロ
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
ロ
㈲
｣
と
､

｢株

式
会
社
で

ある
一
般
放
送
事
業
者 

(人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
放
送
を
行

う 
1
般
放
送
事
業
者
を
除
く
｡ 
)
｣
と
あ
る
の
瀬

議

定
放
送
持
株
会
社
｣

と
､

｢同
号
に
定
め
る
事
由
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社


｣
と
､

｢同
号
イ
及
び
ロ
｣
と
あ
る
の
は

｢同
号
口
侶
及
び
佃
｣
と
､
同


条
第
四
項
中

第
五
十
二
条
の
三
十

二
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